
　
役
所
２
階
）

▼
受
付
期
間
　
２
月
16
日
（水）
か
ら

　
３
月
15
日
（火）
ま
で

有
明
地
区

▼
受
付
会
場
　
有
明
農
村
環
境
改

　
善
セ
ン
タ
ー

▼
受
付
期
間
　
２
月
22
日
（火）
か
ら

　
３
月
15
日
（火）
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
グ
ル
ー
プ
市
民
税
班
（
☎

内
線
１
７
２
）

　
１
月
１
日
現
在
、
事
業
の
た
め

に
用
い
る
構
築
物
・
機
械
な
ど
の

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
会
社

や
個
人
は
、
償
却
資
産
の
申
告
が

必
要
で
す
。

　
所
有
者
の
申
告
に
基
づ
き
価
格

を
決
定
し
、
固
定
資
産
税
が
課
税

さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
一
例

・
農
漁
、
漁
業
…
ハ
ウ
ス
、
選
別

　
機
、
漁
船
な
ど

・
飲
食
店
…
厨
房
設
備
、
冷
蔵
庫

　
な
ど

・
理
美
容
業
…
理
・
美
容
椅
子
、

　
洗
面
設
備
な
ど

▼
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の

・
耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
資
産

　
ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未

　
満
の
資
産
で
、
法
人
税
法
な
ど

　
の
規
定
に
よ
り
一
時
損
金
算
入

　
さ
れ
た
も
の
（
少
額
償
却
資
産
）

・
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
資

　
産
で
、
法
人
税
法
な
ど
の
規
定

　
に
よ
り
３
年
以
内
に
一
括
し
て

　
均
等
償
却
す
る
も
の
（
一
括
償

　
却
資
産
）

・
自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税

　
の
対
象
と
な
る
も
の

▼
申
告
期
限
　
１
月
31
日
（月）
ま
で

▼
申
告
方
法
　
税
務
グ
ル
ー
プ
、

　
有
明
支
所
に
備
え
付
け
の
申
告

　
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提

　
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
申
告
・
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務

　
グ
ル
ー
プ
固
定
資
産
税
班
（
☎

　
内
線
１
７
３
）

▼
と
　
き
　
１
月
６
日
（木）
　
９
時

　
20
分
か
ら
11
時
50
分
ま
で

▼
内
　
容

・
式
典
…
島
原
文
化
会
館
（
９
時

　
20
分
か
ら
）

・
分
列
行
進
…
白
土
湖
通
り
（
11

　
時
10
分
か
ら
）

・
放
水
訓
練
…
白
土
湖
（
11
時
40

　
分
か
ら
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
市
消
防
団
本

　
部
（
☎
　
４
６
０
７
）

　
１
１
９
番
通
報
の
安
易
な
利
用

は
、
本
当
に
緊
急
を
要
す
る
人
へ

の
対
応
が
遅
く
な
る
原
因
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
専
用
電
話
番
号
へ
ダ
イ
ヤ
ル
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
専
用
電
話
番
号

①
☎
　
２
１
９
９
（
24
時
間
　
指

　
令
課
員
が
対
応
）

・
具
合
が
悪
い
人
を
自
家
用
車
で

　
病
院
へ
連
れ
て
い
く
場
合

・
休
日
当
番
医
を
知
り
た
い
場
合

②
☎
　
６
２
０
０
（
24
時
間
　
自

　
動
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
対
応
）

・
火
災
発
生
場
所
を
知
り
た
い
場

　
合

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
島
原
地
域
広

　
域
市
町
村
圏
組
合
消
防
本
部（
☎

　
☎
　
５
１
５
１
）

　
１
１
０
番
は
緊
急
の
事
件
、
事

故
の
場
合
の
緊
急
電
話
で
す
。
家

庭
の
電
話
や
携
帯
電
話
な
ど
か
ら

１
１
０
番
を
か
け
る
と
き
は
す
べ

て
市
外
局
番
な
し
の
１
１
０
を
ダ

イ
ヤ
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

　
１
１
０
番
は
長
崎
県
警
察
本
部

が
受
理
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
「
事

件
」
か
「
事
故
」
か
、
発
生
場
所

（
島
原
市
○
○
町
）
、
被
害
の
程

度
、
自
分
の
名
前
と
電
話
番
号
な

ど
を
落
ち
着
い
て
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
蔵
書
の
確
認
、
整
理
の
た
め
有

明
図
書
館
を
一
時
休
館
し
ま
す
。

▼
休
館
期
間
　
１
月
11
日
（火）
か
ら

　
１
月
25
日
（火）
ま
で

▼
貸
出
お
よ
び
返
却

・
休
館
期
間
中
の
貸
し
出
し
は
で

　
き
ま
せ
ん

・
休
館
期
間
中
の
返
却
は
玄
関
横

　
の
返
却
ポ
ス
ト
を
利
用
し
て
く

　
だ
さ
い

・
返
却
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
図
書

　
の
返
却
を
お
願
い
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
有
明
図
書
館

　
（
☎
　
５
８
０
８
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
「
国
民
年
金
」

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保

障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が

で
重
い
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
な

ど
に
も
年
金
を
支
給
し
、
思
い
が

け
な
い
人
生
の
「
万
が
一
」
も
サ

ポ
ー
ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　
国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
持

っ
て
運
営
し
て
お
り
、
支
給
さ
れ

る
年
金
の
半
分
の
額
が
国
の
税
金

か
ら
負
担
さ
れ
る
な
ど
、
と
て
も

有
利
で
安
心
な
制
度
で
す
。

　
学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
人
で

20
歳
に
な
っ
て
第
一
号
被
保
険
者

と
な
る
人
は
、
市
の
窓
口
で
加
入

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第

1
月
　
日
は
「
1
1
0
番
の
日
」
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償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告

「
1
1
9
番
」
は
救
急
車
・

消
防
車
要
請
専
用
電
話

島
原
市
消
防
出
初
式

有
明
図
書
館
の
臨
時
休
館

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー


